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議 長   本日の出席につきましては、農業委員の出席数は１３人、推進委員の出席数

は８人です。 

      定足数に達していますので、令和４年度１２月あま市農業委員会総会を開会

します。 

      本日の議案日程はお手元に配布のとおりです。 

      

議 長   日程第１「議事録署名委員の指名」を行います。 

      ６番笹野明美委員及び７番近藤美奈子委員を指名します。 

 

議 長   日程第２「会期の決定」を議題とします。 
      本総会の会期は、本日１日限りとしたいと思います。 

      これにご異議ございませんか。 

 

      （異議なしの声あり） 

 

議 長   異議なしと認めます。よって本総会の会期は、本日１日限りと決定しました。 

 

議 長   日程第３ 議案第２６号「農地法第３条の規定による許可申請について」を

議題とします。 

      それでは、事務局の説明をお願いします。 

 
事務局   （説 明） 
      議案第２６号について説明いたします。 

      １番につきまして説明いたします。 

      参考資料は１～５ページです。 

      譲受人・譲渡人は、議案のとおりとなっており、申請地は七宝町桂鎌蓋、宮

前地内の田の所有権移転による経営拡大となっております。 

      つづきまして、２番について説明いたします。 

      参考資料は６～７ページです。 

      譲受人・譲渡人は、議案のとおりとなっており、申請地は七宝町安松五丁目

地内の田の所有権移転による経営拡大となっております。 

      以上、譲受人等の経営農地に不法転用は無く、営農計画等も特に問題等はあ

りませんでした。 

      また、下限面積等の要件も満たしております。 

      こちらにつきましては、１２月２３日に近藤𠮷美委員と足立委員と現地確認

をさせていただいております。 

      どうぞよろしくお願いいたします。 

 



議 長   議案第２６号につきましては、近藤𠮷美委員と足立委員にて現地確認を行っ

てきましたが、代表して、近藤𠮷美委員から現地の状況について報告願います。 

 

近藤委員  議案第２６号につきましては、現地を確認しましたが、農地の耕作について

問題はありませんでした。 

 

議 長   ただ今、事務局及び近藤委員から説明・報告がありました、議案第２６号に

ついて、何かご質問等はございますか。 

 

議 長   ご質問もないようですので採決に移ります。 

      議案第２６号を承認することに賛成する農業委員の挙手を求めます。 

 

   （全員挙手） 

 

議 長   全員挙手です。よって、議案第２６号は承認されました。 

 

議 長   日程第４ 議案第２７号「農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て」を議題とします。 

      それでは、事務局の説明をお願いします。 

 
事務局   （説 明） 
      議案第２７号について説明いたします。 

      １番につきまして説明いたします。 

      参考資料は８～１０ページです。 

      譲受人・譲渡人は、議案のとおりとなっており、申請地は木折南新規地内の

田・畑で、一般個人住宅への転用で所有権移転となっております。 

      生活環境変化に伴い、現在の居宅が手狭となったため、分家住宅を建設する

ための申請となっております。 

一般基準も満たしており、立地基準においては、住宅等が連たんしている区

域に近接する区域の農地で 10ha 未満であるもので、農地区分は、第２種農地に

区分されます。日常生活上必要な施設で、集落に接続しているため、転用の許

可が見込めます。 

続きまして、２番について説明いたします。 

参考資料は１１～１３ページです。 

      譲受人・譲渡人は、議案のとおりとなっており、申請地は七宝町沖之島高畑

地内の畑で、駐車場への転用で所有権移転となっております。 

譲受人は申請地から東に一筆挟んだところに居住しております。 



現在の居住敷地には駐車場が無く、約１１０ｍ離れた実家に駐車スペースを

間借りしており不便なため、住居に近い申請地に駐車場を新設するための申請

となっております。 

一般基準も満たしており、立地基準においては、駅から３００ｍ以内の農地

で、農地区分は、第３種農地に区分されます。第３種農地のため、転用の許可

が見込めます。 

続きまして、３番について説明いたします。 

参考資料は１４～１６ページです。 

      譲受人・譲渡人は、議案のとおりとなっており、申請地は中橋五反地地内の

田で、駐車場及び園庭への転用で所有権移転となっております。 

譲受人は申請地南隣接地で児童発達支援センターを営んでいます。 

利用者の増加に対応するため、職員が増加したことにより、現在賃借してい

る道路を挟んだ職員駐車場では数が不足しております。よって、既存施設と一

体で利用できる園庭と職員駐車場を新設するための申請となっております。 

一般基準も満たしており、立地基準においては、市役所から３００ｍ以内の

農地で、農地区分は、第３種農地に区分されます。第３種農地のため、転用の

許可が見込めます。 

続きまして、４番について説明いたします。 

参考資料は１７～１９ページです。 

      譲受人・譲渡人は、議案のとおりとなっており、申請地は富塚向地内の田で、

一般個人住宅への転用で所有権移転となっております。 

生活環境変化に伴い、現在の居宅が手狭となったため、分家住宅を建設するた

めの申請となっております。 

一般基準も満たしており、立地基準においては、住宅等が連たんしている区

域に近接する区域の農地で１０ｈａ未満であるもので、農地区分は、第２種農

地に区分されます。日常生活上必要な施設で集落に接続しているため、転用の

許可が見込めます。 

これらにつきましては、１２月２６日に海部農林水産事務所と現地調査をさ

せていただいております。また、１２月２３日には近藤委員と足立委員と現地

調査をさせていただいております。 

      どうぞよろしくお願いいたします。 

 

議 長   近藤委員と足立委員に現地確認を行っていただきましたが、代表して近藤委

員から現地の状況について報告願います。 

 

近藤委員  議案第２７号につきましては、現地を確認しましたが、農地の耕作について

問題はありませんでした。 

 

議 長   ただ今、事務局及び近藤委員から説明・報告がありました、議案第２７号に



ついて、何かご質問等はございますか。 

 

議 長   ご質問もないようですので採決に移ります。 

      議案第２７号を承認することに賛成する農業委員の挙手を求めます。 

 

   （全員挙手） 

 

議 長   全員挙手です。よって、議案第２７号は承認されました。 

 

議 長   日程第５ 議案第２８号「農用地利用計画変更申出について」を議題としま

す。 

      それでは、事務局の説明をお願いします。 

 

事務局   （説 明） 
      議案第２８号について説明いたします。 

      １番につきまして説明いたします。 

      参考資料は２０～２２ページです。 

      申出者は、議案のとおりとなっており、申請地は七宝町川部八反田地内の田

です。 

      申出者はあま市に本店を置き、申請地の南側隣地で金型製作事業を営んでお

ります。現在の敷地面積では駐車場及び資材置場のスペースが不足していたと

ころ、当該土地の借受、譲受の内諾をいただけたため、今回の申出となってお

ります。 

      なお、申出地は農用地区域内ですが、周辺部に位置し、周辺の土地利用にも

混在を生じないと考えております。 

      また、本件東側隣接水路を国庫補助を活用した土地改良事業にて改修を行い、

令和３年度に事業完了しております。事業完了後８年間は、受益地を原則除外

できないとなっておりますが、既存施設の敷地拡張という事もあり、七宝町川

部地区の農業の振興に関する計画を策定し、除外を行うものです。 

こちらにつきましては、１２月２６日に海部農林水産事務所と現地調査させ

ていただいております。また、１２月２３日には近藤委員と足立委員と現地調

査をさせていただいております。 

      どうぞよろしくお願いいたします。 

 

議 長   近藤委員と足立委員に現地確認を行っていただきましたが、代表して近藤委

員から現地の状況について報告願います。 

 

近藤委員  議案第２８号につきましては、現地を確認しましたが、農地の耕作について

問題はありませんでした。 



 

議 長   ただ今、事務局及び近藤委員から説明・報告がありました、議案第２８号に

ついて、何かご質問等はございますか。 

 

議 長   ご質問もないようですので採決に移ります。 

      議案第２８号を承認することに賛成する農業委員の挙手を求めます。 

 

   （全員挙手） 

 

議 長   全員挙手です。よって、議案第２８号は承認されました。 

 

議 長   日程第６ 議案第２９号「現況証明願について」を議題とします。 

      それでは、事務局の説明をお願いします。 

 

事務局   （説 明） 
      議案第２９号について説明いたします。 

      １番につきまして説明いたします。 

      参考資料は２３～２５ページです。 

      申出者は、議案のとおりとなっており、申請地は七宝町沖之島北屋敷地内の

畑で、２０年以上前から宅地として使用しているため証明が見込めます。 

      なお、提出された書類には登記事項証明書があり、昭和３３年より農地以外

で使用していたことが確認できております。 

      どうぞよろしくお願いいたします。 

 

議 長   ただ今、事務局から説明がありました、議案第２９号について、何かご質問

等はございますか。 

 

議 長   ご質問もないようですので採決に移ります。 

      議案第２９号を承認することに賛成する農業委員の挙手を求めます。 

 

   （全員挙手） 

 

議 長   全員挙手です。よって、議案第２９号は承認されました。 

 

議 長   日程第７ 報告第２６号「農地法第４条第１項第８号の規定による届出につ

いて」、報告第２７号「農地法第５条第１項第７号の規定による届出について」、

報告第２８号「農地法第１８条第６項の規定による届出について」、を事務局

から一括報告願いします。 

 



事務局   （報 告） 
 

議 長   以上で本会の会議に付議された事案は、すべて議了しました。 

      よって閉会したいと思います。これにご異議ございませんか。 

 
      （異議なしの声あり） 

 
議 長   異議なしと認めます。 

      以上で本日の議事は、すべて終了いたしました。長時間にわたりご苦労さま

でした。 

      次回の農業委員会でございますが、１月３１日（火）午前１０時からの予定

です。 
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